
令和６年４月　届出について見直し

「地区計画の区域内における行為の届出等について」
をご参照ください。
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Ⅱ 計画附図 
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Ⅲ 海老名駅駅間地区地区計画の理念 

本地区は小田急小田原線・相模鉄道本線海老名駅とJR相模線海老名駅の間に

位置し、鉄道の結節点という立地条件を活かし、土地の高度利用を促進して商

業・業務・文化・都市型住宅機能等を集積することにより、海老名駅を中心と

する東西一体の中心市街地にふさわしい市街地整備を図るため、本地区計画を

定めています。 

Ⅳ 地区区分

Ａ地区：駅前の立地条件を活かして、民間開発事業により合理的で健全な土地

の高度利用を促進し、良好な都市型住宅、商業・業務機能等を集積す

る地区とします。 

 Ｂ地区：駅前の立地条件を活かして、民間開発事業による合理的で健全な土

地の高度利用を促進し、中心市街地にふさわしい賑わい空間の創出

を図るため、商業・業務機能等を誘導する地区とします。 

 Ｃ地区：既存文化施設と周辺環境との調和を図りつつ、文化施設等を誘導す

る地区とします。 

 Ｄ地区：海老名駅周辺の環境に配慮しつつ、鉄道関連施設及び鉄道便益の向

上に供する施設を誘導する地区とします。 

 Ｅ地区：区域内の供給処理施設、その他来街者の便益に供する施設を誘導す

る地区とします。 

Ⅴ 地区計画の内容 

１ 地区施設 

計画附図に示すとおりです。 

解 説

本地区の都市活動に必要な都市基盤施設の適正な配置・規模及び機能が損な

われないように維持・保全を図ることを目的とし、地区施設を配置しています。

 道路１号：地区の幹線道路の役割を担い、地区内外の移動動線となります。

 道路２号：地区の区画道路の役割を担い、地区内の回遊動線となります。

      上部に自由通路が設置させており、地区内外の歩行者メイン動線

となります。

 道路３号：地区の準幹線道路の役割を担い、地区内外の移動動線となります。

      高幅員の歩道を用いて海老名駅方面とＣ地区を結ぶ、当地区のシ

ンボリックな歩行空間となります。

 道路４号：地区の区画道路の役割を担い、地区内の回遊動線となります。
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 広場１号：公共施設と一体的に配置し、休息、観賞、交流等の空間となりま

す。

 広場２号：歩行者等の休息空間となります。

 緑  道：緑化を施し、地区内における散策や休養空間及び歩行者回遊動線

となります。

※道路、緑道については、災害時の避難誘導路としての機能を有します。

※広場においては、緑化を施し、都市環境の向上を図るとともに、災害時の１

次避難空間としての機能を有します。

２ 建築物の用途の制限

制限の内容は、添付している計画書のとおりです。

解 説

商業地域における多様な建築用途に対し、まちの風紀を乱す恐れのある建築

物や中心市街地に馴染まない建築物を制限し、市の中心市街地に相応しい健康

的で賑わいと活力のある街づくりを誘導いたします。 

３ 建築物の敷地面積の最低限度

制限の内容は、添付している計画書のとおりです。

解 説

建築敷地の規模は、良好な市街地形成の上で大きな要素であり、細分化され

た敷地では小規模の建築物が乱立し、当地区の目指す土地の高度利用の妨げに

なるため、敷地面積の最低限度を定めています。

なお、公衆便所、巡査派出所、自由通路附属施設その他これらに類する公益

上必要な建築物は除かれます。

４ 壁面の位置の制限

制限の内容は、添付している計画書のとおりです。

解 説

建築物（門又は塀を除く。）の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路まで

の距離（1.0ｍ以上）を定めています。

出窓、ベランダ及び庇等で建築面積又は延べ床面積に含まれない部分や地盤

面以下にある建築物及び建築物の部分については、壁面の位置の制限の対象外

となります。

 なお、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物は除

かれます。
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５ 建築物の高さの最高限度

制限の内容は、添付している計画書のとおりです。

解 説

建築物の高さとは、建築基準法施行令第２条第１項第６号に規定されている

ものです。

６ 建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の形態、意匠、色彩等については、周辺との調和に配慮したものとし、

刺激的な色彩又は装飾は用いないこととしています。 

解 説

建築物の形状や色彩等について、常識的な範囲において、あまり奇抜なもの

や、不快感を与えかねないものは地区の景観を損ねることが懸念されるため制

限しています。 

周囲に配慮したものとは、海老名市景観推進計画に定めた景観形成基準に適

合したものと解します。 

７ かき又はさくの構造等の制限

道路又は緑道に面するかき又はさくは、生垣又は透視可能なフェンス等としま

す。

なお、フェンス等の基礎の高さは地盤面から０．６ｍを限度とします。

解 説

地震時の安全性と景観の形成の観点から、かき又はさくの構造に制限を定め

ています。（敷地への出入口部分については、館銘板などを設置することを考慮

し、その部分については制限の対象外とする。）

ブロック塀のような圧迫感を与えるような形状や材質とせず、生垣又は鉄や

アルミ等の格子・柵・網状の透視可能なものとしてください。

なお、フェンス等を設置する場合、基礎の高さは６０ｃｍを限度とします。

（この場合の基礎高さは、擁壁（道路と宅地の高さが異なる場合の土留）部分

は含まない。）

また、生垣とした場合は、年々成長するものであることから、歩行者等の通

行の迷惑とならないよう、日常の手入れをしてください。


